
東海防衛支局達第１号

東海防衛支局次長等の専決及び代決に関する達を次のように定める。

平成２７年４月１日

東海防衛支局長 辻 秀夫

東海防衛支局次長等の専決及び代決に関する達

改正 平成２８年３月３１日東海防衛支局達第２号

改正 平成３０年４月 ２日東海防衛支局達第１号

改正 平成３０年１１月３０日東海防衛支局達第２号

（趣旨）

第１条 この達は、東海防衛支局長（以下「支局長」という。）が決裁する事務の処理に

係る専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この達において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

（１）専決 当該事項について、常に支局長に代わって決裁することをいう。

（２）代決 支局長又は当該事項について専決の権限を有する者が不在の場合（出張、休

暇その他の理由により支局に存庁しない場合をいう。以下同じ。）において、臨時

的に支局長又は当該専決の権限を有する者に代わって決裁することをいう。

（３）決裁処理 支局長による決裁及び専決の権限を有する者による専決並びに代決をい

う。

（４）各課等 総務課、会計課、施設企画課、周辺環境整備課、防音対策課、施設補償管

理課、装備課及び岐阜防衛事務所をいう。

（５）各課等の長 総務課長、会計課長、施設企画課長、周辺環境整備課長、防音対策課

長、施設補償管理課長、装備課長及び岐阜防衛事務所長をいう。

（４）各課等 総務課、会計課、施設企画課、周辺環境整備課、防音対策課、施設補償管

理課、装備課及び岐阜防衛事務所をいう。

（５）各課等の長 総務課長、会計課長、施設企画課長、周辺環境整備課長、防音対策課

長、施設補償管理課長、装備課長及び岐阜防衛事務所長をいう。

（次長及び各課等の長の専決事項）

第３条 東海防衛支局における専決及び代決については、支局長がこの達に準ずるものと

して別に定めるもののほか、この達の定めるところによる。

２ 東海防衛支局次長（以下「次長」という。）の専決事項（当該次長が整理すべき事務

に関するものに限る。以下同じ。）は、重要又は異例に属するものを除き、別表第１

に掲げるもの及び同表に掲げるものに準ずるものとして支局長が次長の専決を適当と

認めるものとする。

３ 各課等の長の専決事項は、重要又は異例に属するものを除き、別表第２に掲げるもの

及び同表に掲げるものに準ずるものとして支局長が各課等の長の専決を適当と認める

ものとする。

４ 専決を行う者が休暇、休職その他の理由により長期にわたり支局に在庁しないことと

なる場合又は人事異動に伴い当該官職が相当の期間にわたり欠員となる場合（事務代

理をする者又は事務取扱をする者が指定される場合を除く。）にあっては、別に定め

る場合を除き、次長の専決事項は、第２項の規定にかかわらず支局長が決裁し、各課



等の長の専決事項は、前項の規定にかかわらず次長が専決するものとする。

５ 次の各号に掲げる場合の決裁又は専決は、当該各号に定めるとおりとする。

（１）支局長による決裁を必要とするもの及び専決事項に該当するものを一括して同一起

案文書として整理する必要がある場合、当該起案文書は専決事項に該当するものも

含め、支局長が決裁するものとする。

（２）次長専決事項に該当するもの及び各課等の長の専決事項に該当するものを一括して

同一起案文書として整理する必要がある場合、当該起案文書は各課等の長の専決事

項に該当するものも含め、次長が専決するものとする。

（代決）

第４条 代決は、当該事務について、至急に決裁処理を行わなければならない場合その他

のやむを得ない事情がある場合において決裁処理を行う者が不在の場合に限り行うこ

とができるものとする。

２ 重要又は異例に属する事務についてやむを得ず代決を必要とする場合にあっては、予

め支局長の了解を得るよう努めなければならない。ただし、事務の性質上その暇がな

い場合その他の特別な事情がある場合を除く。

３ 支局長決裁事項（第３条第４項の規定により支局長決裁事項とするものを含む。）の

代決にあっては、次長が行うものとする。

４ 次長専決事項（第３条第４項の規定により次長専決事項とするものを含む。）の代決

にあっては、別表第１の右欄に掲げるものについて、同表の左欄に掲げる事務を所掌

する各課等の長が行うものとする。

５ 代決を行った者は、当該事項が重要又は異例に属するものであるときは、速やかにそ

の権限を有する者に報告しなければならない。

（再委任）

第５条 次長は、第３条第１項の規定により委任を受けた専決事項について、次の各号に

掲げる基準に従い、予め支局長の承認を得たときは、当該専決事項を各課等の長に委

任することができる。

（１）当該専決事項を委任することにより事務の一層の効率化に資すること。

（２）委任する事項が２以上の課等の所掌に係るものでないこと。

附 則

この達は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この達は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この達は、平成３０年４月２日から施行する。

附 則

この達は、平成３０年１２月１日から施行する。



別表第１（第３条第２項関係）

事務を所掌
専決事項

する各課等

各課等 （１）法令、規則及びこれに準ずる通達等（以下「法令等」とい

う。）並びにこれらの解釈の周知に関すること。

（２）航空機の使用及び搭乗に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓

令第２号）第７条第５号による自衛隊に属する航空機への

搭乗の依頼に関すること。

（３）自衛隊施設内の立入制限施設への立入の申請に関すること

。

（４）調査及び統計の作成並びにこれらに係る資料の収集に係る

依頼等並びに結果等の報告に関すること。

（５）所掌事務に係る法令等に基づく定期的かつ定型的な報告及

び通知に関すること。

（６）所掌事務遂行上の必要性に基づき、部外の団体の構成員と

して各課等の長及び報道官を加入させる手続きに関するこ

と。

総務課 （１）情報流出防止に係る隊員に対する指導の実施結果に関する

報告に関すること。

（２）情報保証に係る自己点検の報告に関すること。

（３）防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２

６６号）に基づく職員の給与及び公務又は通勤による災害

の補償に関すること（会計課の所掌する事務に属するもの

を除く。）

（４）児童手当の受給資格等の認定及び支給に関する事務の取扱

いに関する訓令（平成２４年防衛省訓令第１３号）に基づ

く児童手当の認定に関すること。

（５）非常勤職員及び自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第

４４条の５第１項及び第４５条の２第１項の規定に基づき

再任用された職員（以下「再任用職員」という。）に係る

社会保険及び雇用保険の手続きに関すること。

会計課 （１）支局の庁舎及び支局の職員の宿舎に供される行政財産の管

理に係る手続きに関すること（施設補償管理課の所掌する

事務に属するものを除く。）。

（２）支局の庁舎及び支局の職員の宿舎の営繕に係る手続きに関

すること（施設補償管理課の所掌する事務に属するもの及

び代行機関の行う事務を行う場合を除く。）。

（３）国有資産等所在市町村交付金法（昭和３１年法律第８２号

。以下「市町村交付金法」という。）第７条及び第８条に

規定する通知に関すること（支局の庁舎及び支局の職員の

宿舎に係るものに限る。）。



施設企画課 （１）合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支

給等に関する省令（昭和３７年総理府令第４２号。次号か

ら第６号までにおいて「省令」という。）第４条第２項に

規定する損害賠償請求書の送付に関すること。

（２）省令第５条第２項に規定する損害状況等報告書等の送付に

関すること。

（３）省令第８条第２項に規定する支払報告書の作成及び送付に

関すること。

（４）省令第１１条に規定する通知に関すること。

（５）省令第１２条第２項に規定する公務外損害補償請求書等の

送付に関すること。

（６）省令第１５条第２項に規定する報告に関すること。

周辺環境整備課 （１）防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱規則（平成

１９年防衛省訓令第８０号。以下「周辺対策補助金等交付事

務取扱規則」という。）第６条第２項に規定する補助金等の

交付の決定の全部又は一部の取り消し若しくはその決定の内

容の重要なものの変更の報告に関すること（周辺環境整備課

の所掌する事務に属するものに限る。次号において同じ。）

。

（２）周辺対策補助金等交付事務取扱規則第９条に規定する補助

金等の交付事務の処理状況の報告に関すること。

防音対策課 （１）周辺対策補助金等交付事務取扱規則第６条第２項に規定す

る補助金等の交付の決定の全部又は一部の取り消し若しくは

その決定の内容の重要なものの変更の報告に関すること（防

音対策課の所掌する事務に属するものに限る。次号において

同じ。）。

（２）周辺対策補助金等交付事務取扱規則第９条に規定する補助

金等の交付事務の処理状況の報告に関すること。

（３）飛行場等周辺の移転補償等の実施に関する訓令（平成１９

年防衛省訓令第８９号。次号において「移転補償訓令」とい

う。）第１９条に規定する土地の所有権移転登記の嘱託に関

すること。

（４）移転補償訓令第２１条に規定する移転等補償金及び土地代

金等の支払報告書の作成及び報告に関すること。

施設補償管理課 （１）駐留軍の制限水域に存する漁業権等の行使制限及び漁船の

操業制限等並びにこれらに伴う損失補償に関する訓令（平成

１９年防衛省訓令第６２号。次号において「駐留軍漁業等補

償訓令」という。）第１４条に規定する漁業補償処理報告書

に関すること。

（２）駐留軍漁業等補償訓令第２６条に規定する通知に関するこ

と。



（３）自衛隊の訓練等に必要な制限水域の設定及びこれに伴う損

失補償に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第６３号）第２

６条に規定する漁業補償処理報告書に関すること。

（４）防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第１３条に

基づく損失補償の処理に関する訓令（平成１９年防衛省訓令

第９０号。次号において「周辺損失補償訓令」という。）第

４条に規定する送付に関すること。

（５）周辺損失補償訓令第７条第２項に規定する損失補償支払完

了報告書に関すること。

（６）国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１０条の規定に

基づく実地監査に係る通知及び資料の提出に関すること。

（７）防衛省所管国有財産取扱規則（平成１８年防衛庁訓令第１

１８号。以下「国有財産取扱規則」という。）第８条ただし

書に規定する管理人の居住に関すること（会計課の所掌する

事務に属するものを除く。）。

（８）国有財産取扱規則第９条に規定する管理人居住調書に関す

ること（会計課の所掌する事務に属するものを除く。）。

（９）国有財産取扱規則第１１条に規定する土地及び建物以外の

財産の取得（同条ただし書に係るものを除く。）に関するこ

と。

（１０）国有財産取扱規則第１３条に規定する登記の嘱託に関す

ること。

（１１）国有財産取扱規則第１５条に規定する行政財産の種別替

に関すること。

（１２）国有財産取扱規則第１６条に規定する行政財産の所属替

に関すること。

（１３）国有財産取扱規則第１７条に規定する行政財産の用途変

更に関すること。

（１４）国有財産取扱規則第１８条に規定する建物の移築又は改

築に関すること。

（１５）国有財産取扱規則第１９条に規定する行政財産の使用の

承認及び報告に関すること。

（１６）地方公共団体の財産を占有するための許可に係る手続き

に関すること。

（１７）他の各省各庁等の財産の使用承認に係る手続きに関する

こと。

（１８）国有財産取扱規則第２０条に規定する行政財産の他の部

局による使用に関すること。

（１９）国有財産取扱規則第２１条に規定する行政財産の使用の

許可に関すること。

（２０）国有財産取扱規則第２２条第２項及び第３項に規定する

行政財産の用途廃止に関すること。

（２１）国有財産取扱規則第２５条に規定する普通財産の譲与又

は売払いに係る通知に関すること。

（２２）国有財産取扱規則第２７条第１項に規定する協議に関す



ること。

（２３）国有財産取扱規則第２８条に規定する一般の使用等の許

可に係る通知に関すること。

（２４）国有財産取扱規則第２９条に規定する報告に関すること

。

（２５）国有財産取扱規則第３４条に規定する他人の占有する土

地への立入に関すること。

（２６）国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第３１条の３第

１項に規定する境界を確定するための協議に関すること。

（２７）国有財産取扱規則第３５条第２項に規定する報告に関す

ること。

（２８）国有財産取扱規則第３６条第２項に規定する台帳への記

録に関すること。

（２９）国有財産取扱規則第３７条第２項に規定する台帳の附属

図面の更正に関すること。

（３０）防衛省所管国有財産（施設）の取扱いに関する訓令（昭

和３８年防衛庁訓令第３０号。以下「施設取扱訓令」という

。）第６条第１項に規定する国有財産供用通知書に関するこ

と。

（３１）施設取扱訓令第７条第３項及び第４項に規定する協議並

びに国有財産仮供用通知書の送付に関すること。

（３２）施設取扱訓令第８条第２項に規定する協議及び国有財産

供用廃止通知書の送付に関すること。

（３３）施設取扱訓令第１１条第３項に規定する協議に関するこ

と（同訓令第１５条において準用する場合を含む。）。

（３４）施設取扱訓令第１２条に規定する国有財産使用許可書の

交付に関すること（同訓令第１５条において準用する場合を

含む。）。

（３５）施設取扱訓令第１３条に規定する通知に関すること（同

訓令第１５条において準用する場合を含む。）。

（３６）施設取扱訓令第１４条第３項に規定する飛行場部外者使

用状況報告書に係る通知及び報告に関すること（同訓令第１

５条において準用する場合を含む。）。

（３７）施設取扱訓令第１７条に規定する依頼及び協議に関する

こと。

（３８）施設取扱訓令第２３条に規定する送付及び通知に関する

こと。

（３９）市町村交付金法第７条及び第８条に規定する通知に関す

ること（会計課の所掌に属するものを除く。）。

（４０）提供施設の管理、緩衝地帯の整備等に係る工事の事務処

理手続に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１３２号。以

下「施設管理等工事手続訓令」という。）第１０条に規定す

る工事契約締結報告書に関すること。

（４１）施設管理等工事手続訓令第１１条に規定する工事完成状

況報告書に関すること。



（４２）施設管理等工事手続訓令第１７条に規定する工事契約締

結報告書に関すること。

（４３）施設管理等工事手続訓令第１８条に規定する工事完成状

況報告書に関すること。

（４４）駐留軍の用に供する土地等の賃借等の処理に関する訓令

（平成１９年防衛省訓令第７６号。）第５５条の規定による

賃（転）貸人への賃借契約期間更新依頼等に関すること。

装備課 防衛産業の見学等に関する便宜の供与に関すること。



別表第２（第３条第３項関係）

専決する者 専決事項

各課等の長 （１）給食実施機関に対する給食の依頼に関すること。

（２）宿泊実施機関に対する宿泊休養の依頼に関すること。

（３）不動産登記簿、商業登記簿、公共物の台帳の謄抄本、住民

票の写し及び戸籍謄抄本等の交付並びにこれらの閲覧の申請

に関すること。

（４）所掌事務遂行上の必要性に基づき、部外の団体の構成員と

して職員を加入させる手続きに関すること（支局長、次長、

各課等の長及び報道官に係るもの並びに職員を新規に加入さ

せる場合を除く。）。

総務課長 （１）事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令（平成２４年

防衛省訓令第５号）第１６条に規定する試験実施機関の事務

及び第１７条に規定する採用試験に関する報告に関すること

。

（２）職員及び新規採用予定者の身体検査に係る依頼に関するこ

と。

（３）支局の職員からの申請に係る当該職員についての在職証明

、諸手当認定証明その他の人事上の証明書の発行に関するこ

と。

（４）叙位及び叙勲の上申に係る市町村長（特別区の区長を含む

。）に対する戸籍謄本又は除籍謄本及び刑罰等調書の交付依

頼に関すること。

会計課長 （１）庁用自動車の管理及び運行に係る各県公安委員会への届出

に関すること。

（２）庁用自動車の保管場所の確保に係る手続きに関すること。

（３）非常勤職員及び再任用職員の給与に係る労働保険料の申告

に関すること。

（４）源泉徴収票等の法定調書の報告に関すること。

（５）支局の庁舎及び支局の職員の宿舎の営繕（代行機関の行う

事務を行う場合に限る。）に係る手続きに関すること。

（６）職員の宿舎及び自動車の保管場所の貸与に係る手続きに関

すること。

（７）国家公務員等の有料宿舎の使用料の算定について（昭４６

．３．２７付蔵理第１２８９号。）の第８項第３号イの規定

に基づく宿舎の維持管理機関に対する報告

防音対策課長 （１）住宅防音工事助成事務に関する事務委託契約状況報告書の

作成及び地方協力局長への報告に関すること。

（２）飛行場周辺における航空機騒音の測定結果の支局ホームペ

ージへの掲載の承認に関すること。



施設補償管理課長 （１）仮の固定資産税評価額の交付の依頼に関すること。

（２）行政財産の使用料に関する通知に関すること。

（３）特別借受宿舎に係る模様替工事についての協議に関するこ

と。

装備課長 （１）愛知県名古屋飛行場管理規則（平成１６年愛知県規則第７

１号。次号において「名古屋飛行場管理規則」という。）第

７条に規定する愛知県名古屋飛行場内の立入制限区域内にお

ける立入許可申請に関すること。

（２）名古屋飛行場管理規則第８条に規定する愛知県名古屋飛行

場内の立入制限区域内における車両運転許可申請及び車両運

行許可申請に関すること。


